
　直近の改修などの費用の実績に対して、
今後２０年間の改修などに必要な費用が上
回っています。
　特に公共施設ではその差が大きく、将来
的に改修などの財源不足が懸念されます。
　そのため、改修などの費用を縮減する取

り組みが必要となります。　　　　　　　　　　　
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(1)砺波市公共施設等白書　

１ 計画の概要

H28.3
作成

(3)砺波市公共施設個別施設計画

(2)砺波市公共施設等総合管理計画

R8.3
改定

基礎資料

実現に向け
た考え方

⇒ 基礎情報の整理、
　 現状の把握、課題の確認

⇒ 公共施設等の課題解決に
   向けた目標や考え方を示
   す計画　　

目標・基本
的な考え方

⇒ 個別施設の方向性や再編
　 の実施時期及び管理方針
　 を示す計画

２ 現状や課題に関する基本認識

H28.11
策定

R4.3
改定

平成26年度
(2014年度)末時点

建物延床面積
243,401㎡

【縮減目標】
48,000㎡

(おおむね20%)

●計画の期間　
　平成２８年度（２０１６年度）～令和２７年度（２０４５年度）の３０年間

●計画の目標
（１）公共施設の総量縮減（約４８,０００㎡）
　これまでに１１,７４２㎡を縮減し、進捗率は約２４％となっています。

（２）インフラの長寿命化と更新費用の平準化
　各インフラの長寿命化計画に基づき、将来にわたって適切に機能を維持できるように取り組んでいます。

●対象範囲　
　本市が管理する公共施設及びインフラ

　人口減少による需要の減少や人口構成年齢
の変化によるニーズの変化が想定されます。
　そのため、需要の変化に対して、公共施設
等のあり方を見直す必要があります。　　　　　　　　　

(２)公共施設等の老朽化

（３)公共施設等の改修などに必要な費用

３ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

(１)統合や廃止の推進方針
   各施設の機能を、統合や複合により集約化し、更新費用の縮減に努めます。  

(２)点検、診断などの実施方針 
　 計画的に行い、安全確保や劣化状況を把握し、老朽化対策に生かします。

(３)維持管理・更新などの実施方針
 　個別施設ごとに管理方針を定め、効率的な維持管理・更新に努めます。

(４)安全確保の実施方針
　 公共施設等に高度の危険性が認められた場合は、安全性が確保されるまで使用を停止します。

(５)耐震化の実施方針
　 これからも長期間活用する未耐震の公共施設等は、耐震化を検討します。  

(６)長寿命化の実施方針
　 これからも長期間活用する公共施設等は、長寿命化を推進し、更新費用の平準化に努めます。　
　 
(７)総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針
　 公共施設等のマネジメント意識向上のため、研修会などへの参加を推進します。

(８)ユニバーサルデザイン化の推進方針
　 公共施設等の更新などを行う際には、ユニバーサルデザイン化を推進します。

(９)ＰＰＰ/ＰＦＩ活用についての方針
　 公共施設等の管理運営や更新については、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用に努めます。

(１０)脱炭素化の推進方針
　 照明ＬＥＤ化や太陽光発電設備の導入など、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用に　
   努めます。

(１１)未利用資産などの活用や処分に関する基本方針　　
　 未利用資産などは、民間などへの売却や譲渡を検討し、総量縮減と民間などでの利活用を推進　
   します。

(12)広域連携
   近隣自治体と公共施設の利用状況や再編見通しに関する情報を共有し、効率的な施設運営に努
　 めます。

※青字で記載した(１０)(１１)(１２)は国の指針に基づき、新たな視点として追記しています。　　

　基本的な考え方 
(１)人口減少及び少子高齢化

公共施設の改修などに必要な費用
今後20年間　　380億円
1年当たり　　 19億円

　　　　　　　　　　　　公共施設の改修などに必要な費用　　　　　　　　　　

R8.3
改定

　　人口動向　　　　　　　　　　

　有形固定資産減価償却率が年々上昇しており、
公共施設等の老朽化が進んでいます。
　そのため、これからも長期間活用する公共施
設等は、将来的に改修などが必要となります。　　　　　　　　　

　有形固定資産減価償却率　　　　　　　　　　

●計画の目的　
　将来にわたって持続可能な公共サービスの提供

直近の実績　4.2億円/年


